
営業種目

所在地区分
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提案書作成要領

提出方法

提出期限

提出先

回答送付日

回答方法 令和４年６月24日（金）までにファクシミリ又は電子メールにより回答します

当Webページに掲載

持参、郵送又は電子メール

令和４年６月17日（金）17時00分まで（必着）

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係
電話：045-671-2403ＦＡＸ：045-664-3031
電子メールアドレス：kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
横浜市中区本町６丁目50番地10　横浜市庁舎16階
※持参の場合の受付時間は平日の9:00～12:00及び13:00～17:00

令和４年６月24日（金）まで
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令和４年５月20日（金）17時00分まで（必着）

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係
電話：045-671-2403ＦＡＸ：045-664-3031
電子メールアドレス：kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
横浜市中区本町６丁目50番地10　横浜市庁舎16階
※持参の場合の受付時間は平日の9:00～12:00及び13:00～17:00

令和４年６月３日（金）までに書面により通知します。

令和４年６月３日（金）までに書面により通知します。

発注情報詳細（公募型プロポーザル）

参加資格確認結果通知

プロポーザル関係書類
提出要請書

公募型プロポーザル

生活保護関連業務に係る「自治体情報システムの標準化・共通化」対応支援委託

健康福祉局生活福祉部生活支援課、受託者社内及び別途本市が指定する場所

契約締結した日から令和５年３月31日まで

「コンピュータ業務」又は「各種調査企画」

－

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規
定により定めた資格を有する者であること。
(2) 令和３・４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業務
（316）」の「細目Ｆ　システム調査・企画」又は「各種調査企画（320）」の「細目Ｂ　コンサルティング（建
設コンサル等を除く）」に登録が認められている者であること。
(3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者特定お日までのいずれの日においても、横浜市指名停
止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日閣議決定）において標準化の対象と位置付けられた
20業務（※）について、過去５年間で政令市の業務システムの開発、保守、運用支援、プロジェクト管理、調達
支援等のいずれかの委託業務を受託した実績があること。
※20業務：住民記録、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、選挙人名簿管理、国民健康保険、介
護保険、障害者福祉、児童扶養手当、生活保護、後期高齢者医療、国民年金、健康管理、就学、児童手当、子ど
も・子育て支援、戸籍、戸籍附票、印鑑登録

持参又は郵送（指定されたもの以外の方法・様式による提出は受理しません。郵送の場合は、期限までに到着するよう発送
し、到着確認を行ってください。）

方　　法



提出方法

提出期限

提出先

前金払 部分払い

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係
電話：045-671-2403ＦＡＸ：045-664-3031
電子メールアドレス：kf-seikatsushien@city.yokohama.jp

しない しない

持参又は郵送（郵送の場合書留郵便とし、期限までに到着するよう発送し、到着確認を行ってください。）

令和４年７月７日（木）17時00分まで（必着）

横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課生活支援係
電話：045-671-2403ＦＡＸ：045-664-3031
電子メールアドレス：kf-seikatsushien@city.yokohama.jp
横浜市中区本町６丁目50番地10　横浜市庁舎16階
※持参の場合の受付時間は平日の9:00～12:00及び13:00～17:00

令和４年７月中旬
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